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（事業所名）乳児等通園支援事業運営規程
（事業の目的）
第１条 （事業者名）（以下「当法人」という。）が運営する（事業所）乳児等通園支援事業（以下「当該事業」という。）は、乳児等通園支援事業所の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当該事業を利用する乳児及び幼児（以下「利用乳幼児」という。）に対し、適正な乳児等通園支援を提供することを目的とする。
（運営の方針）
第２条 当法人は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行うものとする。
２ 当法人は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対
し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めるものとする。
（事業所名称及び所在地）
第３条 当該事業の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称	（事業所名）乳児等通園支援事業所
2 所在地 田原市○○町○○
（提供する乳児等通園支援の内容）
第４条 当該事業は、児童福祉法、子ども・子育て支援法並びにその他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて乳児等通園支援を提供するものとする。
（職員の職種、員数及び職務内容）
第５条 当法人が乳児等通園支援を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、職員の配置については、田原市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例で定める配置基準以上の人数とする。
1 管理者 ○人
管理者は、提供する支援の質の向上、職員の資質の向上に取組むとともに、事業所や職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 保育士 ○人以上（常勤専従 ○人、非常勤及び兼任 ○人）
保育士は、乳児等通園支援の計画及び個別の指導計画の立案をし、その計画に基づきすべての利用乳幼児が安定した生活と充実した活動ができるように支援の提供を行う。
3 乳児等通園支援従事者 ○人（常勤専従 ○人、非常勤 ○人）
乳児等通園支援従事者は、市長等が行う研修（市長等が指定する県知事等その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者で、保育士の職務を助ける。
4 栄養士 ○人（常勤専従 ○人、非常勤 ○人）
栄養士は、乳幼児の発達段階に応じた授乳、離乳食、乳幼児食に係る献立を作成するとともに、当該事業所全般の調理業務、食育を行う。
※ 栄養士を自園で配置する場合は記載必須のこと。栄養士を配置しない場合はこの限りでない。
5 調理員 ○人（常勤専従 ○人、非常勤 ○人）
調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する業務を行う。
※ 調理員を自園で配置する場合は記載必須のこと。調理員を配置しない場合はこの限りでない。
6 看護師 ○人（常勤専従 ○人、非常勤 ○人）
医療的ケアに関する専門的知識を有し、乳児等通園支援を行うにあたり利用乳幼児の主治医等と連携したケアを行うとともに医療的ケアの内容を踏まえた支援計画の作成を行う。
※ 医療的ケア児を受け入れる場合は看護師、准看護師、保健師及び助産師や喀痰吸引等研修の課程を修了した認定特定行為業務従事者である乳児等通園支援従事者など、医療的ケアに従事する職員の配置が必須のため、記載すること。医療的ケア児を受け入れない場合はこの限りでない。
※ 見出しは、看護師の場合は「看護師」、准看護師の場合は「准看護師」、保健師の場合は「保健師」、助産師の場合は「助産師」、認定特定行為業務従事者の場合は「認定特定行為業務従事者」をそれぞれ記載すること。
（乳児等通園支援の提供を行う日）
第６条 乳児等通園支援を提供する日は、●曜日から●曜日までとする。ただし、●曜日、
●●休暇（○/○～○/○）、年末年始（○/○～○/○）を除く。
※ 事業所で定めた日にちや曜日により、記載の変更を行ってください。
※ 提供を行わない日は日にちを必ず記載してください。
（乳児等通園支援の提供を行う時間）
第７条 乳児等通園支援を提供する時間は次のとおりとする。
●曜日●曜日 午前○時○分から午前△時△分まで午後○時○分から午後△時△分まで午後○時○分から午後△時△分まで
（利用料その他の費用等）
第８条 当法人は、別表１に記載の項目について、乳児等通園支援事業の利用に際し必要となる費用を利用乳幼児の保護者から受領するものとする。
２ 利用の取り消し（キャンセル）について、当法人が定める期日までに取り消しの申請を行わなかった場合、別表１に記載の項目について、キャンセル料金を利用乳幼児の保護者から受領するものとする。
（利用定員）
第９条 利用定員は、次のとおりする。
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（利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項）
第１０条 当法人は、利用乳幼児の保護者から当該事業の利用申し込みがあった際は、事前面談を行った上で、乳児等通園支援の提供を行うものとする。
２ 当法人は、利用乳幼児の保護者に当該事業の利用開始にあたり必要な事項や提供する乳児等通園支援の内容等について説明を行い、当該利用乳幼児の保護者とその内容を確認するものとする。
３ 当法人は、当該事業の利用乳幼児が次のいずれかに該当するときは、乳児等通園支援の提供を行わないものとする。
1 利用乳幼児が満３歳未満（３歳の誕生日の前々日までのことを指す。）を超えた幼児となったとき。
2 利用乳幼児が当該事業に係る利用認定を取り消されたとき。
3 その他当該事業を利用するにあたり、重大な支障又は困難が生じたとき。
（緊急時等における対応方法）
第１１条 乳児等通園支援の提供を行っているときに利用乳幼児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用乳幼児の家族等に連絡をするとともに、連携する医師又は利用乳幼児の主治医に相談する等の措置を講じる。
２ 乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、田原市及び利用乳幼児の保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
３ 利用乳幼児に対する乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害を賠償する。
（非常災害対策）
第１２条 当法人は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月１回避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
（虐待の防止のための措置）
第１３条 当法人は、利用乳幼児の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。
1 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
2 職員による利用乳幼児に対する虐待等の行為の禁止
3 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
4 その他虐待防止のために必要な措置
（苦情対応）
第１４条 当法人は、利用乳幼児の保護者等から乳児等通園支援の提供に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
２ 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
３ 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
（秘密の保持）
第１５条 当法人の職員及び職員であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用乳幼児及びその保護者の秘密を漏らしてはならない。
２ 当法人は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子育て支援事業を行うものその他の機関に対して、利用乳幼児に関する情報の提供をする際には、あらかじめ文書により利用乳幼児の保護者の同意を得るものとする。
（記録の整備）
第１６条 当法人は、提供した乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存するものとする。
 ⑴ 乳児等通園支援の実施に当たっての計画
2 提供した乳児等通園支援に係る提供記録
3 市町村への通知に係る記録
4 利用乳幼児の保護者等からの苦情の内容等の記録
5 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
付 則
この規程は令和○年○月○日から施行する。

別表1 乳児等通園支援の提供に要する利用者負担金

	項目
	内容、負担を求める理由、目的
	金額

	利用料
	乳児等通園支援事業の利用料
	○円/時間

	行事費
	遠足等に係る交通費や施設使用料
	約○円※

	保険料（保護者負担）
	事業所が加入する損害補償保険の保護者負担分
	○円

	キャンセル料金
	利用日●日前の午後●時以降に予約をキャンセルした場合のキャンセル料金
	○円


※ 実際に発生した費用を利用乳幼児の保護者に説明し、支払いを求めるものとする。

